
　次のとおり献血を実施します。
　多くの方々のご協力をよろしくお願いします。
○期    日  12月20日(火)
○場    所　市民文化センター
○受付時間　10:00～12:00  13:00～16:30
○献血年齢  16歳から69歳まで
※ただし、65歳以上の献血については、献血され
　る方の健康を考え60歳から64歳の間に献血経験
　がある方に限ります。
※200ml献血は、当日の必要な数を満たしている
　場合は献血をお断りする場合がございます。予
　めご了承ください。

○家　　賃　入居世帯の所得に応じて設定されます。
○入居基準（主なもの）
　・持ち家がないこと
　・世帯の月額所得が158,000円以下であること
　・同居する家族がいること
　・市税等（市税・水道料金など）の滞納がないこと
　・原則として、公営住宅に入居していないこと
　・入居者及び同居者が暴力団員ではないこと
○入居時必要なもの
　・敷金（家賃の３か月分）・連帯保証人（２人）
○申込期間
　12月16日(金) 17:00まで
　※公募住宅は既設住宅であり、年数も経過して
　　いることから壁等の汚れがありますがご了承
　　ください。
○抽 選 日  
　応募者多数の場合は抽選となります。
  12月21日(水)14:00～　市来庁舎１階会議室
○入居予定日　平成24年１月５日(木)
○申込・問合せ  ・都市計画課建築係
　　　　　　　　・土木課分室係 ☎33-5679

　特定健診の受診券は、いちき串木野市国民健康

保険に加入されている40歳以上の対象の方全員に、

送付しております。有効期限は、今年の12月末日

です。（医療機関により診療日が異なります）

　まだ、特定健診を受診していない方(人間ドック・

職場健診予定者は除く)は、お早めに、次の指定

医療機関に予約をして、受診をお願いします。

　受診券を失くされた方は、健康増進課保険給付

係で再交付を受けてください。

「求職者支援制度」は、雇用保険を受給できない

方が、職業訓練によるスキルアップ(資格や技術

を習得、熟練すること)を通じて早期就職を目指

す制度です。

　職業訓練は無料で受講できます。また、一定の

支給要件(収入等)を満たす場合、訓練期間中、生

活を支援する給付金を受給できる場合があります。

　訓練内容等詳しくは最寄りのハローワークへお

問い合わせください。

○ハローワーク伊集院　☎099-273-3161

医 療 機 関 名　　　　　　電 話 番 号

いちき串木野市医師会立脳神経外科センター　　　32-9999

市来内科　　　　　　　　　　　　　　 36-5000

えんでん内科クリニック　　　　　　　 32-7000

金子病院　　　　　　　　　　　　　　 33-0011

京町内科・脳神経クリニック　　　　　 32-2855

串木野内科・循環器科　　　　　　　　 33-2211

久米クリニック　　　　　　　　　　　 32-7663

さゆりクリニック　　　　　　　　　　 32-0080

知花内科　　　　　　　　　　　　　　 32-8151

新山内科医院　　　　　　　　　　　　 36-2255

野辺ひふ科クリニック　　　　　　　　 33-0250

花牟禮病院　　　　　　　　　　　　　 32-3281

春田クリニック　　　　　　　　　　　 33-2882

冨宿医院　　　　　　　　　　　　　　 32-3024

ふくもと整形外科・内科クリニック　　 32-4145

藤井クリニック　　　　　　　　　　　 32-8000

牧野医院　　　　　　　　　　　　　　 35-0017

まきのせ泌尿器科　　　　　　　　　　 33-0122

丸田病院　　　　　　　　　　　　　　 32-2263

宮之原循環器内科　　　　　　　　　　 32-3241

和田外科医院　　　　　　　　　　　　 32-4185

○年に１回、健診を受けましょう

住 宅 名　　　　　　　構造・設備　 備　　考
建設年度
募集戸数
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募 
 
 
 

住 
 
 
 

宅

浜西住宅
(羽島郵便局
近く)

昭和41年度

１戸

中耐４階建
(２階)３Ｋ
水洗トイレ

単身入居可
(ただし、
60歳以上)

松下住宅
(冠岳小学校
近く)

昭和61年度

１戸

木造平屋建
３ＤＫ
汲み取り

単身入居
不可

日ノ出住宅
(いちきアク
アホール)

平成９年度

１戸

中耐４階建
(1階)２ＤＫ
水洗トイレ

単身入居可
(ただし、
60歳以上)

　



＜修学資金の貸付＞
○対 象 者　高等学校、短期大学、大学、高等専
　　　　　　門学校、または専修学校で修学する
　　　　　　ために必要な経費であり、母子家庭
　　　　　　の児童、父母のない児童、寡婦が扶
　　　　　　養している子。
　　　　　　※授業料、書籍代、学用品代、通学費等
○貸 付 金　自宅通学の場合・・・下表のとおり
　　　　　　（自宅外通学は貸付金額が異なります）
　　　　　　　　　　　　　　　（単位：円／月）

○利　　率　無利子
○償還方法　卒業後６か月据置（高校９年以内、
　　　　　　大学12年以内）

＜修業資金の貸付＞
○対 象 者　事業を開始したり、または就職する
　　　　　　ために必要な知識技能を習得するの
　　　　　　に必要な経費であり、母子家庭の児童、
　　　　　　父母のない児童、寡婦が扶養してい
　　　　　　る子。
            ※授業料、材料費、交通費等
○貸 付 金　①技能習得の場合は月額68,000円
　　　　　　②自動車運転免許取得（就職内定者）    
　　　　　　　の場合は460,000円まで
○利  　率　無利子
○償還方法　修業期間終了後１年据置で、貸付期
　　　　　　間の２倍以内（自動車運転免許取得
　　　　　　の場合は10年以内）

＜就職支度資金の貸付＞
○対 象 者　就職するに際して直接に必要とする
　　　　　　被服・履物等の購入費等であり、母
　　　　　　子家庭の児童、父母のない児童。
○貸 付 金　100,000円
○利　　率　無利子
○償還期間　１年据置で６年以内

＜就学支度資金の貸付＞

○対 象 者　来春４月に小学校・中学校・修学資

　　　　　　金の対象となる学校への入学、また

　　　　　　は知識技能を習得させる修業施設（厚

　　　　　　生労働大臣が定める施設）への入所

　　　　　　に必要な経費であり、母子家庭の児

　　　　　　童、父母のない児童、寡婦が扶養し

　　　　　　ている子。

          　※入学金、校納金、教材費、制服代等

○貸 付 金　下表のとおり　　　　（単位：円）

　

○利　　率  無利子　

○返済期間　修学期間終了後６か月据置で５～７

　　　　　　年以内

［申し込み］ 随時、福祉課で受け付けています。

［そ の 他］１．金額は平成23年11月現在のもの

　　　　　　　　です。

　　　　　　　　毎年多少の変動があります。ま

　　　　　　　　た、上記の金額の範囲内で「実

　　　　　　　　際に必要な額 」を上限に貸付額

　　　　　　　　が決まります。

　　　　　　２．合格発表以前でも申請できます。

　　　　　　３．どの資金も貸付申請には連帯保

　　　　　　　　証人が必要です。

　　　　　　４．上記貸付の他、母子家庭の母、

　　　　　　　　寡婦を対象として事業開始、事

　　　　　　　　業継続、技能習得、就職支度、

　　　　　　　　医療介護 、生活、住宅、転宅、

　　　　　　　　結婚等の貸付制度があります。

　　　　　　　　詳細は、福祉課までお問い合わ

　　　　　　　　せください。

学校別　　区 分  １年    ２年   ３年   ４年   ５年

高校、専修

高等課程

国公立

私　立

18,000

30,000

18,000

30,000

18,000

30,000

高等専門学校
国公立

私　立

21,000

32,000

21,000

32,000

短大、専修

専門課程

国公立

私　立

45,000

53,000

45,000

53,000

21,000

32,000

45,000

53,000

国公立

私　立

45,000

54,000

45,000

54,000

45,000

54,000

45,000

54,000

45,000

53,000

高校 基礎＋

専門（５年）

国公立

私　立

18,000

30,000

18,000

30,000

18,000

30,000

45,000

53,000

45,000

53,000

大学

入学（所）
自宅から

通学（所）
自宅外から

通学（所）

小学校

中学校

高校、

専修高等課程

高等専門学校

大学、短大

専修専門課程

修業施設

39,500

46,100

150,000

410,000

150,000

410,000

370,000

580,000

75,000

90,000

国公立

私  立

国公立

私  立

国公立

私  立

中  卒

高  卒

160,000

420,000

160,000

420,000

380,000

590,000

85,000

100,000



　いちき串木野市シルバー人材センターでは、シ
ルバー“ふれ愛”クラブ事業の一環として親子“ふ
れ愛”教室の参加者を募集します。

○申込・問合せ
　(社)いちき串木野市シルバー人材センター
　　  いちき串木野市栄町16番地
　　　☎32-9000  FAX33-2266

○募集対象　市内に居住する幼児(年中・年長)及
　　　　　　び低学年(小学１年～３年)
○期    日　・幼児の部:１月12日(木)～(計12回)
　　　　　　　　　16:00～17:30【毎週木曜日】
　　　　　　・低学年の部:１月14日(土)～(計12回)
        　　　　　10:30～12:00【毎週土曜日】
○場    所　Ｂ＆Ｇ海洋センター
○募集定員　幼児20人・低学年20人
○参 加 料　5,000円(保険料込み)
○申込期限　１月10日(火)まで
○申込・問合せ　指定管理者(株)日本水泳振興会
                Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎32-8994

　誰でも気軽にできるスポーツを通して、体力づ
くり・仲間づくりを行いませんか。
○募集対象　市内に居住する小学２年生から４年
　　　　　　生（保護者の承諾が必要です。）
○日    時　１月21日(土)～２月25日(土)
　　　　　　　13:00～15:00（計５回）※2/11は除く
○場　　所　Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館
○募集定員　30人（定員になり次第締切）
○参 加 料　スポーツ保険600円
○活動内容　ニュースポーツ等
○申込期限　１月13日(金)まで
○申込・問合せ　指定管理者(株)日本水泳振興会
　　　　　　  　Ｂ＆Ｇ海洋センター ☎32-8994

○日　　時　12月18日(日)９:00より開会式　
○場　　所　串木野新港周辺及び荒川方面
○種　　目　小学生：1.5㎞　中学生：３㎞
　　　　　　高校・一般：３㎞・10㎞(10kmは男子のみ)
　　　　　　（10kmは南日本通信10kmロードレース
　　　　　　 日置地区大会と同時開催）
○参 加 料　１人 300円
○申込期限　12月12日(月)まで
○申込・問合せ　いちき串木野市陸上競技協会
　　　　　　　　宇都口（農業委員会  ☎33-5647）
　　　　　　　　森　園（税 務 課  ☎33-5617）
※10㎞については荒川方面がコースになります。
 ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いいた  
　します。

　毎年恒例、串木野国家石油備蓄基地『第33回ち
かび展示館冬のイベント』が次のとおり開催され
ます。皆様のご来館をお待ちしております。
○日　時　12月18日(日)９:00～15:30
○場　所　ちかび展示館
　　　　　(館内、駐車場、作業トンネル内)
○イベント内容
　・お楽しみ抽選会(10:00、11:30、13:00、14:30)
　・ゲーム大会、クイズ、作業トンネル見学会など
○問合せ
　・ちかび展示館 ☎32-4747
　　　(月・火曜日は休館日)
　・日本地下石油備蓄㈱総務課 ☎32-6800

　本年度に策定予定としている「市第一次総合計
画後期基本計画」は平成28年度を目標年度とする
５か年の市政運営の指針となる計画です。この計
画(案)に対する皆様のご意見を次のように募集い
たします。
○閲覧・意見の募集
・期  間  12月20日(火)～１月16日(月)
・内　容 計画(案)は政策課・市来庁舎市民課で
　　　　　閲覧できるほか、市ホームページから
　　　　　ご覧いただけます。
※意見書の様式は自由ですが、必ず住所・氏名を
　記入してください。
※意見書の提出は郵送、ＦＡＸまたは電子メール 
　により提出してください。
○意見書の送付先　いちき串木野市役所 政策課
　　　　　　　　　〒896-8601いちき串木野市昭和通133-1
　　　　　　　　　FAX32-3124
　                電子メール：seisaku1@city.ichikikushikino.lg.jp

市内の小・中学生と保護者（祖父母の方
でも可）
※高学年は単独でも可

区　分 クリスマスリース作り教室 ミニ門松作り教室

日　時

場　所

参加料

持参する物

募集人員

対　象

申込期限

12月23日(金・祝)
９:00～12:00

12月26日(月)
９:00～12:00

シルバー人材センター（栄町16番地）

材料費（1個400円）
保険料（1人100円）

材料費(1個400円）
保険料(1人100円）

剪定ばさみ －

15組 15組

12月16日（金）まで 12月20日（火）まで



　串木野さのさ祭り実行委員会では、今年の串木

野さのさ祭りに関するアンケート等を実施し、検

討した結果、来年度以降は、７月の第３月曜日に

ある祝日『海の日』の前日（日曜日）に「本祭（市中流

し踊り）」、前々日（土曜日）に「前夜祭」を開催する

ことを決定しました。

　つきましては、多くの市民の皆様のご参加と、

準備に携わる関係の方々のご協力、ご理解をお願

いするとともに、スケジュールの調整等をよろし

くお願いします。

【参考】

「第42回串木野さのさ祭り」（平成24年度開催）

　○前夜祭・・・平成24年７月14日(土)

　○本  祭・・・平成24年７月15日(日)

　今年のクリスマスは、毛糸を巻いて器を造り、

生花の雰囲気を表現したアートフラワーとオーナ

メントでクリスマスアレンジしませんか。小物を

変えれば、正月飾りに変身します。

○日    時  12月16日(金)19:00～21:00

○場    所  勤労青少年ホーム

○参加資格  どなたでも参加できますが、 勤労青

　　　　　　少年を優先させていただきます (子

　　　　　　ども連れも可です)

○持ってくる物　ハサミ・カッターナイフ

○参 加 料　無料(ただし、材料代1,000円が必要)

○定    員  20人（定員になり次第締切）

○申込期限  12月14日(水)まで 

○申込・問合せ  勤労青少年ホーム ☎32-8770

                ※日曜日を除く、13:00～21:00

　平成24年度の木工・建築大工の技術技能の習得

を目的とした入校生を募集します。

○訓練科目  ・室内造形科  ・建築工学科

○募集期限  １月13日(金)まで

○応募資格　高卒(見込者含む)以上　

○選 考 日　１月27日(金) 9:00～

○選考方法　筆記試験(国語・数学)、面接

○合格発表　２月10日(金)

※応募書類は県内各高等学校、職業安定所、県地

　域振興局窓口、市役所にあります。

※詳しくは学校へお問い合わせいただくか、学校

　ホームページをご覧ください。

○問合せ

　・県立宮之城高等技術専門校　☎0996-53-0207

　・雇用保険受給者は最寄りのハローワークまで

　今年度は、１部で高橋和彦氏と松下隆二氏によ
るマンドリン＆ギターの演奏、２部では腹話術で
有名な「いっこく堂」氏のライブが開催されます。
　ぜひ、ご来場ください。
○日  時  ２月４日(土) 開場18:30　開演19:00
○場  所  市民文化センター
○料  金  【前売券】
　　　　　　大人1,500円  中学生以下1,000円
　　　  　【当日券】
　          大人2,000円  中学生以下1,500円
○販売所  文化振興課・市民文化センター
　　    　いちきアクアホール・タイヨー串木野店
　　　　　Ａコープ串木野店・Ａコープ大里店　
　　　　　プラッセだいわ駅前店

「第14回チルドレンフェスティバル」の運営スタッ
フ(実行委員)と出演者を募集しています。
　小学生・中学生・高校生の皆さん、子どもたち
による子どもたちのためのお祭りに参加しません
か？
○日    時  １月22日（日）
  　　　　　９:30～15:00(予定)
○場　　所  市民文化センター
○入 場 料  無料
○申込期限  １月６日（金）まで
○申込・問合せ  文化振興課

『社会保険料(国民年金保険料)控除証明書』が発
行されます。

　国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告に
おいて全額が社会保険料控除の対象です。
　この社会保険料控除を受けるためには、支払っ
たことを証明する書類の添付が義務付けられてい
ます。
　このため、平成23年１月１日から９月30日まで
の間に国民年金保険料を納付された方については、
「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が11
月上旬に日本年金機構本部から送付されています
ので、年末調整や確定申告の時には必ずこの証明
書(または領収証書)を添付のうえ申告してくださ
い。
　また、10月１日から12月31日までの間に今年は
じめて国民年金保険料を納付された方については、
来年の２月上旬に送付されます。
○問合せ 『控除証明書専用ダイヤル』まで
　　　　　☎0570-070-117(平成24年３月15日まで)



　固定資産税は毎年１月１日現在の所有者に課税
されます。所有者が１月１日以前に亡くなられた
場合は、法務局での相続登記等の名義変更手続き
をお願いします。
　相続登記等が年内に困難な場合には、相続人の
うちから代表者１人を納税義務者として届け出て
ください。(この届け出は登記の所有権移転等と
は何ら関係ありません。)
　また、共有地の場合にも登記名義人が死亡のま
ま相続登記がされていない場合もありますので、
個人所有の場合と同じく相続登記等の名義変更手
続きをお願いします。
　相続登記等が年内に困難な場合には、個人名義
と同じく相続人のうちから代表者１人を納税義務
者として届け出てください。
○持参するもの･･新納税義務者印鑑・届出人印鑑

　土地に対する固定資産税は、毎年１月１日現在
の利用状況（現況）によって課税されます。
　今年１月２日以降に利用状況（現況）を変更さ
れた方は届け出をしてください。
　農地（田、畑）を転用許可により埋立や造成等
を行い農地以外として使用している場合には、そ
の使用されている地目で課税されますので、税額
が上昇する場合があります。
　なお、法務局へ地目変更の登記をされた方は届
け出の必要はありません。

　家屋に対する固定資産税は、毎年１月１日現在
に存在する家屋について課税されます。今年１月
２日以降に家屋を取り壊された方は届け出をして
ください。なお、居住用家屋を取壊した跡地を駐
車場等に変更しますと、住宅用地に対する軽減措
置の適用がなくなり、翌年度から税額が上昇する
場合があります。

　居住用家屋が建っている宅地（住宅用地）はそ
の他の建物（店舗・倉庫など）が建っている宅地
（非住宅用地）に比べ固定資産税が軽減されます。
○200㎡以下の住宅用地は小規模住宅用地といい
　１／6の税額となります。
○200㎡を超える土地については、200㎡までの部
　分が小規模住宅用地で１／６の税額、残りの部
　分はその他住宅用地となり１／３の税額となり
　ます。
※併用住宅は、別に計算方法があります。
※１月１日現在において住宅の建設が予定されて
　いる土地、あるいは住宅を建設途中の土地はそ
　の年度は対象になりません。

○適用対象の家屋
　平成23年１月２日以降の新築分
　　　　　　　（床面積50㎡以上280㎡以下）
○減額される期間
　ア．一般住宅…新築後３年度分
（認定長期優良住宅は、新築後５年度分）
　イ.３階建て以上の中高層耐火住宅…新築後５
　年度分（認定長期優良住宅は、新築後７年度分）
○減額される内容
　専用住宅や併用住宅（居住部分が1/2以上のもの）
　の居住部分について床面積120㎡分までの税額
　が1/2に減額されます。

　償却資産に対する固定資産税は毎年１月１日現
在に所有する償却資産について課税されます。
　事業用償却資産を所有されている方は、１月31
日までに「償却資産申告書」で申告してください。

串木野庁舎　税務課固定資産税係　　　　市来庁舎　市民課税務係
　　　　　　☎33-5617（直通）　　　　　　　　　 ☎21-5116（直通）
※ご不明なことがございましたらおたずねください



　平成23年度「税に関する作文」で、次の方々が
入賞されました。おめでとうございます。
○伊集院税務署長賞
《中学生の部》
　生冠中学校　　　１年　平石 千瑛さん
　神村学園中等部　３年　川西 真利恵さん
《高校生の部》
　神村学園高等部　２年　木村 麻利亜さん
○日置地区納税貯蓄組合連合会長賞
《中学生の部》
　生冠中学校　　　１年　中津留 朋佳さん
　生冠中学校　　　２年　宝満 萌さん
　生冠中学校　　　３年　井手迫 美紀さん

　また、日置地区租税教育推進協議会が募集した
平成23年度「税に関する作品」で、次の方々が入
賞されました。おめでとうございます。
○作文
《中学生の部》
　優 秀 賞　生冠中学校　２年　池之上 瑠衣さん
《高校生の部》
　最優秀賞　神村学園高等部　２年　金江 爽友さん
○標語
《小学生の部》
　最優秀賞　市来小学校　３年　別府 騎士斗さん
　優 秀 賞　荒川小学校　６年　ﾌｫｽﾀー ﾏﾗﾝﾄﾐﾖｼさん
　優 秀 賞　市来小学校　６年　　田 一輝さん　
《中学生の部》
　最優秀賞　生冠中学校　３年　大六野 隆志さん
○習字
《小学生の部》
　優 秀 賞　照島小学校　６年　原野 千香子さん
　優 秀 賞　神村学園初等部　５年　佐々木 健人さん
　優 秀 賞　串木野小学校　４年　谷山 暖さん
　優 秀 賞　市来小学校　４年　北ノ園 蘭奈さん

　これらの作品は、「税を考える週間」の広報の
一環として、11月11日から17日まで串木野、市来
両庁舎の玄関ロビーに展示されました。

　12月10日(土)から16日(金)までは「北朝鮮人権
侵害問題啓発週間」です。
　平成18年６月に、北朝鮮当局による人権侵害問
題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社
会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の
実態を解明し、及びその抑止を図ることを目的と
して、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害
問題への対処に関する法律」が施行されています。
　この機会に、北朝鮮当局による人権侵害問題に
対する認識を深めましょう。

○鹿児島県最低賃金は県下の全ての労働者に適用

　されます。ただし、別に定める特定最低賃金（産

　業別最低賃金）の産業に該当する場合は、当該

　最低賃金も適用されます。（※）

○最低賃金は、臨時、パート、アルバイトなどす

　べての労働者に適用され、使用者は労働者に対

　して最低賃金額以上の賃金を支払わなければな

　りません。

○最低賃金には次の賃金は算入されません。

（１）臨時に支払われる賃金（結婚手当など）

（２）一月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞

　　　与など）

（３）時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金

（４）精皆勤手当、通勤手当、家族手当

※以下の産業は特定最低賃金（産業別最低賃金）

　が適用されます。(現在の額は次のとおりですが、

　今後の金額については審議中です。)

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、

　情報通信機械器具製造業：時間額692円

・百貨店、総合スーパー：時間額672円

・自動車（新車）小売業：時間額710円

○問合せ

　鹿児島労働局　賃金室　☎099-223-8278

　鹿児島労働基準監督署　☎099-214-9175

　放送大学では、平成24年度第１学期(４月入学)

の学生を募集しています。

　放送大学はテレビなどの放送を利用して授業を

行う通信制の大学です。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・自然科学な

ど、幅広い分野を学べます。

　出願期間は２月29日まで。

　資料を無料で差し上げています。

　お気軽に放送大学鹿児島学習センター（☎099-

239-3811）までご請求ください。放送大学ホーム

ページでも受け付けております。

647円

鹿児島県最低賃金
(地域別最低賃金)

最低賃金
効力発生日

時間額

平成23年
10月29日
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